
（名称）

第 １ 条 本会は，福山市立瀬戸小学校ＰＴＡという。

（事務局）

第 ２ 条 本会は，事務局を福山市立瀬戸小学校（以下，本校という）におく。

（目的）

第 ３ 条 本会は，会員相互の深い理解と協力のもとに 民主教育の振興を図り，家庭生活や

学校生活における児童の福祉を増進するとともに会員の教養を深め，相互の連絡を

緊密にし，もって心身ともに健康な児童の養成に資することを目的とする。

（事業）

第 ４ 条 本会は，前条の目的を達成するために，次の事業をおこなう。

（１）児童の福祉厚生に関する事業

（２）児童の校外生活の指導に関する事業

（３）会員の教養を高める事業

（４）その他目的達成に必要な事業

（活動組織）

第 ５ 条 本会に次の部を設け，目的達成のための活動をする。

（ 1 ） 教 養 部 ＰＴＡ研修会・講演会・視察・見学その他会員の学習を推進

したり，教養を高める活動をする。

（２） 学年学級部 学年間の交流を深めるとともに人権教育の推進を図るため，

学年懇談会・学級懇談会および親睦行事を計画し推進する。

（３） 広 報 部 ＰＴＡだよりの発行，その他広報の活動をする。

（４） 厚 生 部 保健衛生・体位体力の向上・環境の整備その他児童の福祉

増進に関する活動をする。

（５） 地域安全部 児童の登下校の安全指導，夏休みの生活指導，その他校外の

生活指導，安全指導の活動をする。

（６） そ の 他 常任委員会で承認された委員会を設置することができる。

（会員）

第 ６ 条 本会は，本校の児童の保護者と教職員をもって組織する。

（会費）

第 ７ 条 会費は，総会において別に定める会費を納入しなければならない。

（役員）

第 ８ 条 1 本会に役員をおく。

（１）会長

（２）副会長

（３）庶務会計委員
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（４）監査委員

（５）幹事

（６）特別委員

（７）学級委員

（８）地域委員

（９）学校委員

上記（１）～（５）をもって本部役員とする。

2 会長は，保護者の会員の中から選出し，総会で承認を得る。

3 副会長は，保護者の会員の中から数名を選出し，総会で承認を得る。

4 庶務会計委員は２名とし，うち１名は教頭をもって充て，残る１名は保護者の会員の中

から選出し，総会で承認を得る。

5 監査委員は，保護者の会員の中から２名を選出し，総会で承認を得る。

6 幹事は，保護者の会員の中から数名を選出し，総会で承認を得る。

7 学級委員は，当該学級の会員の中から４名を互選し，その中から各学年ごとに学年代表

１名を選出する。

8 地域委員は，当該地域の会員の中から選出する。

9 特別委員は，学校長をもって充てる。

10 学校委員は，教職員の会員の中から互選する。

11 第８条（１）から（５）までの役員の候補者の選考をおこなうため，次の各号に掲げる

者をもって組織する本部役員選出選考委員会をおく。

（１）本部選出選考委員 ２名

（２）学年選出選考委員 ６名

（３）学校選出選考委員 ２名

12 第８条（7）の役員の候補者の選考をおこなうため，本部役員をもって組織するＰＴＡ

役員選出管理実行委員会をおく。

13 前項及び前々項を実施する場合には，PTA役員選出管理実行委員長を１名，本部から

選任する。

14 11項および12項に規定する選考委員会について必要な事項は第15条に規定する常任委

員会の意見を聞いて，会長が別に定める。

（部会）

第 ９ 条 1 前条に規定する役員（会長および特別委員を除く）及び教職員の会員は，第５条に規定

する活動組織の各部にそれぞれ所属し部会を組織する。

2 第５条の（１)から(４）に規定する部会には，学級ごとに学級委員が１名ずつ所属する。

3 各部会は，当該部会委員の中から部長１名及び副部長数名を互選し，部長においては総

会で承認を得る。

（職務）

第１０条 1 会長は本会を代表し，会務を統括する。
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2 副会長は会長を補佐し，会長事故ある時はその職務を代行する。

3 特別委員は会長を補佐し，本会の運営および活動について，必要な助言・指導をおこなう。

4 学級委員は学級を代表し，学級の活動を担当する。

5 地域委員は地域を代表し，地域の活動を担当する。

6 学校委員は教職員の会員を代表し，本会の活動を助ける。

7 庶務会計委員は，本会の庶務および会計事務を担当する。

8 監査委員は，本会の会計事務の監査をおこなう。

9 幹事は，会長の指揮を受け会務を助ける。

10 部長は，部会を代表し部活動を推進する。

11 副部長は部長を補佐し，部長事故ある時はその職務を代行する。

（会議）

第１１条 本会の会議は，総会・全体委員会・本部役員会・常任委員会・部会および学年役員会と

する。

（総会）

第１２条 1 総会は本会の最高決議機関で，定期総会および臨時総会とする。

2 定期総会は，毎年１回とし，原則として４月に開催する。

3 臨時総会は，会長が必要と認めたとき，または会員の５分の１以上の要求があったとき

開催する。

4 総会は，会員の５分の１をもって成立する。

5 総会は，会長が招集し，議長は会員をもって充てる。

6 総会は，次の事項を議決する。

（１）予算の決定および決算の承認

（２）事業計画の決定および事業報告の承認

（３）会費の額の決定

（４）本部役員および部長の承認

（５）会則の変更

（６）その他重要な事項

（全体委員会）

第１３条 1 全体委員会は，役員をもって構成する。

2 全体委員会は，会長が招集し，議長は会員をもって充てる。

3 全体委員会の任務は，次のとおりとする。

（１）総会に付議すべき特記事項

（２）第５条(１)～(６)の部長・委員長および副部長・副委員長の選出

（３）その他必要な事項

（本部役員会）

第１４条 1 本部委員会は，会長・副会長・特別委員・庶務会計委員・幹事および監査委員をもって

構成する。
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2 本部役員会は，必要に応じて会長が召集し，企画調整にあたる。

（常任委員会）

第１５条 1 常任委員会は，本部役員・学校委員・各部長・委員長および学年代表をもって構成する。

2 常任委員会は，会長が招集し，議長は本部役員をもって充てる。

3 常任委員会の任務は，次のとおりとする。

（１）総会に付議すべき事項の原案作成

（２）各部活動の調整

（３）各学年活動の調整

（４）緊急事項の検討処理

（５）その他必要な事項

（部会）

第１６条 部会は，必要に応じて部長が召集し，部に関する事項の企画・運営ならびに実施にあたる。

（学年役員会）

第１７条 学年役員会は，必要に応じて学年代表が召集し，学年・学級懇談および学年ＰＴＡ活動に

関する事項の企画・運営ならびに実施にあたる。　　

（会議の表決）

第１８条 会議の議事は，出席会員の過半数の同意をもって決し，可否同数の時は議長の決するとこ

ろによる。

（経費）

第１９条 本会に要する経費は，会費・寄付金その他の収入をもって充てる。

（会計年度）

第２０条 本会の会計年度は，毎年４月１日に始まり，翌年３月３１日をもって終わりとする。

以上

附則

2020年　4月 第8条7項　　　詳細修正

2021年　4月 第8条7項　　　詳細一部訂正

2022年　4月 第9条2項　　　追記

第9条３項　　　詳細修正

第16条1項　　　詳細一部訂正

第16条２項　　　追記

2022年4月改正
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